
女性保護事業の課題について 
 

１ 売春防止法の概要 

・ 昭和３１年５月２４日成立 

・ 売春を行うおそれのある女子に対する補導処分・保護更生の措置により、売春の防止を目

的  

・ 第４章更生保護で「婦人保護事業」について規定  

・ 「女性相談所」、「女性保護施設」、「女性相談員」の設置根拠法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考）本年５月27日の児童福祉法の改正に伴い、本法も改正となり、本規定については削除さ

れることとなった（平成29年４月１日施行）。 

  

〔売春防止法・抜粋〕 

第四章 保護更生 

（婦人相談所） 

第三十四条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市

（以下「指定都市」という。）は、婦人相談所を設置することができる。 

３ 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子（以下「要保護女

子」という。）の保護更生に関する事項について、主として次に掲げる業務を行うもの

とする。 

一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。 

二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判

定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。 

三 要保護女子の一時保護を行うこと。 

４ 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。 

５ 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。 

（婦人相談員） 

第三十五条 都道府県知事（婦人相談所を設置する指定都市の長を含む。第三十八条第一

項第二号において同じ。）は、社会的信望があり、かつ、第三項に規定する職務を行う

に必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱するものとする。 

２ 市長（婦人相談所を設置する指定都市の長を除く。）は、社会的信望があり、かつ、

次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員

を委嘱することができる。 

３ 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行

い、及びこれらに付随する業務を行うものとする。 

４ 婦人相談員は、非常勤とする（※）。 

（婦人保護施設） 

第三十六条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設（以下「婦人保護施設」

という。）を設置することができる。 
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※ 婦人保護事業の対象者の変遷 

対象者は時代の要請に応じ、ＤＶ法や通達等で拡大されてきた。 

年月 法令等の動き 対象者 

昭和31年５月 売春防止法成立 性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子 

昭和45年10月 厚生省通知 当面転落するおそれは認められないが、正常な社会生活

を営む上において、障害となる問題を有する者等 

平成14年４月 ＤＶ法施行 配偶者からの暴力を受けた者 

平成16年８月 厚生労働省通知 人身取引被害者 

平成25年７月 内閣府通知 ストーカー被害者 

 

 

[参考]現在の婦人保護事業の対象女性  

（「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行に対応した婦人保護事

業の実施について＜局長通知＞）  

① 売春経歴を有する者で、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められる者  

② 売春経歴は有しないが、その者の生活歴、性向又は生活環境等から判断して現に売春を

行うおそれがあると認められる者  

③ 配偶者からの暴力を受けた者（事実婚を含む）  

④ 家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、かつ、

その問題を解決すべき機関が他にないために、現に保護、援助を必要とする状態にあると

認められる者  

⑤ 人身取引被害者（婦人相談所における人身取引被害者への対応について＜課長通知＞）  

⑥ ストーカー被害者（「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律」

の施行に対応した婦人保護事業の実施について ＜課長通知＞）  

 

 

２ 国に対して行った提案（別紙のとおり） 

① 売春防止法の抜本的な改正又は新たな法整備 

⇒困難を抱える女性の自立を適切に支援するため 

② 「女性相談所」「女性保護施設」「女性相談員」の財源措置及び職員の配置基準の改善 

⇒①の機能を十分に果たすため 
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